
  

 
  

 
 

 
 
 
 

 住宅ローン減税 

Ｑ：住宅ローン減税の期限(本年末)を延長

するよう要望が出されたようですが、現行の

取り扱いを簡単に教えてください。 

 

Ａ： 一定の住宅をローンで取得した場合

には、居住の年から10年間、年末借入残高の

1%(10年間で最大500万円)を所得税額から控

除してくれるという制度です。 

【解説】 

 現行の住宅ローン減税は、平成13年度の税

制改正で制定されたもので、今年の年末まで

に入居した場合に適用がある制度です。 

 この制度は、個人が金融機関から償還期間

を10年以上とする融資を受け、一定の住宅の

新築、増改築等をし、６ヶ月以内にこれを自

己の居住の用に供した場合に、居住の年から

10年間、年末の借入残高の1%相当額を所得税

額から控除してくれるというものです。  

 概要は、次のとおりです。  

①家屋の床面積が50㎡の新築住宅(一定の中

古住宅にも適用あり)であること  

②住宅を取得してから６ヶ月以内に居住する

こと  

③ 個人の合計所得金額が3,000万円以下であ

ること  

④ 入居年及びその年の前後２年間に住宅を売

却した場合の特例(3,000万円特別控除、軽減

税率の適用、居住財産の買替え)を受けてい

ないこと  

 これらの要件を満たす場合には、年末借入

残高の1%(10年間で最大500万円)相当額を所

得税額から控除することができます。  
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